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○千代田区入札不正行為に関する調査及び再発防止対策検討委員会設置要綱 

令和６年１月29日５千政総務発第320号 

千代田区入札不正行為に関する調査及び再発防止対策検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 千代田区立お茶の水小学校・幼稚園の改築に伴う空調設備工事及び給排水衛生設備工事の

契約締結手続に際し、事業者に入札情報を漏らした（以下「本件不正行為」という。）として、

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関す

る法律（平成14年法律第101号）に違反した容疑で、元千代田区議会議員及び元千代田区職員が逮

捕されたことを受け、当該行為の原因を究明するとともに同様の行為の再発防止を目指し、課題

の抽出と具体的な対策を検討するため、千代田区入札不正行為に関する調査及び再発防止対策検

討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 本件不正行為の事実関係及び発生原因の調査に関すること。 

(２) 本件不正行為に類似する行為の再発防止対策に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、本件不正行為に関し千代田区長が必要と認める事項に関する

こと。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、千代田区副区長の担任事務及び区長の職務代理の順序を定める規則（令和５年千代

田区規則第14号。次項において「規則」という。）第２条第１項に規定する第１順位の副区長と

し、委員会を主宰し、会務を統括する。 

３ 副委員長は、規則第２条第１項に規定する第２順位の副区長及び教育長とし、委員長を補佐し、

委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を

代理する。 

４ 委員は、政策経営部長、政策経営部行政管理担当部長、同部総務課長、同部法務担当課長、同

部人事課長及び同部契約課長とする。 

（運営） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 
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２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に前条第４項の委員以外の者の出席を求め、又

は他の方法で意見を聴くことができる。 

 （報告） 

第５条 委員長は、第２条の所掌事項に関し調査及び検討を終了したときは、その結果を千代田区

長に報告しなければならない。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、政策経営部総務課、同部人事課及び同部契約課において処理する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年１月29日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日６千政総務発第63号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


